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京 都 自 動 車
健康保険組合

2021年 No.171秋号

ホームページをご覧ください。

●令和2年度 決算概要について
●令和2年度 保健事業実施状況
●令和4年1月から順次
　健康保険法が変わります



　

京
都
自
動
車
健
康
保
険
組
合
の
令
和
２
年
度
決
算
が
、
去
る
6
月
28
日
に
開
催
さ
れ
た

第
144
回
組
合
会
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

今
春
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
予
防
接
種

が
順
次
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
の

収
束
に
は
ま
だ
時
間
が
か
か
る
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
受
診
控
え
に

よ
り
病
気
の
早
期
発
見
な
ど
に
影
響
が
及
ば
な
い

よ
う
、
必
ず
定
期
健
診
や
特
定
健
診
を
受
診
し
、

基
礎
疾
患
の
あ
る
方
や
体
調
不
良
の
際
に
は
医
療

機
関
で
受
診
す
る
な
ど
、
感
染
症
予
防
対
策
と
と

も
に
積
極
的
な
健
康
管
理
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

＊
経
常
収
支
と
は
繰
入･
繰
越
収
入
を
除
い
た
単
年
度
保
険
料

　

収
入
で
の
収
支
で
す
。

　

当
健
康
保
険
組
合
の
令
和
２
年
度
の
決
算
は
、

収
入
27
億
9
,
5
4
5
万
2
千
円
に
対
し
、
支

出
26
億
9
,
5
7
5
万
4
千
円
と
な
り
、
国
か

ら
の
補
助
金
等
の
受
入
れ
に
よ
っ
て
9
,
9
6
9

万
8
千
円
の
プ
ラ
ス
で
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
が
、
健
康
保
険
財
政
の
健
全
化
を
示
す
＊
経
常

収
支
は
▲
3
,
1
8
7
万
7
千
円
と
な
り
、
赤

字
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
極
め
て
厳
し
い
状
況
で
は
あ
り
ま

す
が
、
健
康
保
険
組
合
な
ら
で
は
の
付
加
給
付
や
、

き
め
細
や
か
な
保
健
事
業
な
ど
を
今
後
も
皆
さ
ま

に
ご
提
供
す
る
べ
く
、
引
き
続
き
財
政
の
健
全
化

を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

令
和
２
年
度　

決
算
の
お
知
ら
せ
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収　　入（千円）
保 険 料 2,625,621
繰 入 金 21,443
国 庫 補 助 金 収 入 110,858
そ の 他 37,530

合　　　　計 2,795,452
経常収入合計 2,629,674

支　　出（千円）
保 険 給 付 費 1,381,315
納 付 金 1,100,798
保 健 事 業 費 119,099
そ の 他 94,542

合　　　　計 2,695,754
経常支出合計 2,661,551

決 算 残 金 　　99,698千円
経常収支差引額 ▲31,877千円

収　　入（千円）
保 険 料 299,813
繰 越 金 12,790
そ の 他 6,500

合　　　計 319,103

支　　出（千円）
介 護 納 付 金 314,650

17
合　　　計 314,667

決 算 残 金 4,436千円

　（男性　4,448人、女性　837人）
（男性　43.47歳、女性　37.92歳）

（男性　345,673円、女性　249,955円）

（事業主　1,000分の51、被保険者　1,000分の47）

（事業主　1,000分の8.5、被保険者　1,000分の8.5）

被保険者１人当たりで見ると

◉被保険者数　5,285人
◉平均年齢　　42.59歳
◉平均標準報酬月額　330,514円
◉総標準賞与額（年間合計）　5,774,650千円
◉健康保険料率（調整保険料率含む）
　　1,000分の　98.000
◉介護保険料率
　　1,000分の　17

健
康
保
険
分

介
護
保
険
分

令和2年度　収入支出決算概要

組合現況
令和３年３月末現在

その他（7,002円）
繰越金（4,001円）

国庫補助金収入（20,687円）

保険料（489,946 円）

収　入
521,637円

保健事業費（22,224円） その他（17,641円）

支　出
503,033円

保険給付費
（257,756円）

納付金（205,411円）
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令和2年度 保健事業実施状況

特定
健康診査
事業費

共同情報処理システム利用料
小　計 23,516,532円

データ等作成費用
支払基金への決済代行
特定健康診査
受診券 申込者に受診券発行・・・18人随時
事業項目 実施内容実施時期

集合契約医療機関にて受診・・・3,152人随時
支払基金への代行件数・・・17件随時
医療機関へのＸＭＬデータ作成料・・・2,130件随時
健保連特定健診システム利用料6月

特定
保健指導
事業費

小　計 1,355,601円
その他
積極的支援
動機付支援 被保険者・・・21人　被扶養者・・・1人　　計22人随時
事業項目 実施内容実施時期

被保険者・・・25人　被扶養者・・・1人　　計26人随時
会場費等随時

保健指導
宣伝費

疾病
予防費

小　計 19,925,907円

小　計 74,046,771円

保健事業総計 118,844,811円

機関誌の発行

保険証ケース 保険証ケース購入代　　20,000枚随時

健康管理推進員会 ヘルスアップ２１・・・67部１月

事業項目 実施内容実施時期

事業項目 実施内容実施時期

年２回ホームページに掲載５・１０月
新入社員向冊子 社会保険の知識・・・280部４月

強化支援事業 医療費通知、レセプト及び健診データ分析業務等随時

ホームページ更新 ホームページ保守料随時

脳ＭＲＩドック ３５歳以上の方　契約医療機関にて実施・・・0人随時

脳ドック ３５歳以上の方　契約医療機関にて実施・・・1人随時

PET検診 35歳以上の方　契約医療機関にて実施・・・0人随時

システム構築費 カシオシステムソフト購入費随時

巡回家族健診 ３５歳以上の家族　工場保健会の検診車による地域巡回健診・・・266人随時

ジェネリック医薬品推進通知 ジェネリック医薬品への切り替えを促す差額通知
9月・・・877件　2月・・・766件9・2月

医療費適正化対策事業 重症化予防事業電話指導・・・103人
重症化予防事業情報提供等・・・501人随時

医療費通知 コスト意識の向上
9月・・・4,447件　2月・・・4,779件9・2月

産婦向保健誌 出産された方に１年間冊子を配付
赤ちゃんとママ・・・1,104部毎月

レセプト等点検費用
レセプト点検・・・95,669枚
柔整点検・・・4,115枚　
施術状況照会者数・・・774人

随時

インフルエンザ予防接種補助 被保険者及び被扶養者　年齢制限無し
被保険者・・・2,857人　被扶養者・・・2,371人　計　5,228人１０月～2月

生活習慣病予防健診
３５歳以上の本人（検診車による）
①循環器検診・・・2,678人
②消化器検診・・・1,992人 ［バリウム・・・511人  ペプシノゲン・・・1,481人］

随時

郵送によるがん検診
30歳以上の方　自己採取法による
①大腸がん検診　被保険者・・・195人　被扶養者・・・171人
②子宮がん検診　被保険者・・・82人　被扶養者・・・138人

１月～２月

人間ドック

３５歳以上の方　契約医療機関にて実施
①一泊ドック　被保険者・・・4人　被扶養者・・・0人
②外来ドック　被保険者・・・814人　被扶養者・・・333人
③外来＋脳MRIドック　被保険者・・・129人　被扶養者・・・33人

随時



免除

育休期間14日

育休期間14日

育休期間３日

育休期間３日改
正
後

改
正
前

健康保険法 変わります令和４年１月から順次
　給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障
の在り方を見直し、すべての世代で広く安心を支える 「全世代対応型
の社会保障制度」 を目指して、このほど健康保険法が改正されました。
　改正法は、令和４年１月より順次施行されます。

①傷病手当金の支給期間の通算化

主な改正内容

当健保組合では、 任意継続被保険者の保険料の算定方法の規約変更については未定です。

健康保険法が変わります

　現在、 傷病手当金の⽀給期間は、⽀給開始⽇から１年
６ヵ月以内とされ、 その間、 出勤により傷病手当金が不⽀
給の期間があっても、１年６ヵ月経過後は⽀給されない
こととなっています。しかし、 ⻑期間にわたり入退院を繰
り返しながら仕事と治療の両立を目指すケースが増えて
いることから、出勤に伴い不⽀給となった期間がある場
合、その分の期間を延⻑し、通算して１年６ヵ月まで傷
病手当金が⽀給されることとなりました。

ことも可能になりました。
⑵任意脱退が可能に
　現在、 任意継続被保険者制度は一度加入すると最大２
年間加入し続けることとなっています。これが、被保険
者の申請により、 資格喪失（任意脱退）を認めることと
なりました。

傷病手当金：病気やけがで連続して３日以上仕事を休み給料が受けられないとき、４日目の休みから支給される手当金

②任意継続被保険者制度の見直し

⑴保険料の算定方法の見直し
　現在、 任意継続被保険者の保険料は 「①被保険者の退
職時の標準報酬月額または②加入する保険者の全被保険
者の平均の標準報酬月額のうちいずれか低い額」に保険
料率を掛けた額となっています。これが、 健保組合の規
約により「①被保険者の退職時の標準報酬月額」とする

任意継続被保険者制度： 健康保険の被保険者が、退職後も２年間は退職前の健康保険の被保険者になれる制度

③育児休業期間中の保険料の免除要件の見直し

　現在、 月末時点で育休を取得している場合に当月の保
険料が免除される仕組みとなっています。これが、 短期
間の育休取得に対応し、 月末時点で復職していても、 そ
の月内に通算２週間以上の育休を取得した場合は、当月
の保険料が免除されることとなりました（右図）。
　また、賞与保険料は、１ヵ月超の育休取得者に限り、
免除対象とされることとなりました。

育児休業期間中の保険料免除：育児休業等を取得している期間は、 保険料負担の全額（賞与保険料を含む）が免除される

④後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し
　75歳以上の方が加入する後期高齢者医療で、現役並み所得者以外で課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上＊の
被保険者の窓口負担割合が、 現在の１割から２割に引き上げられます。
＊単身世帯の場合。複数世帯の場合は後期高齢者の年収合計320万円以上。

施行時期●令和4年1月1日

施行時期●令和4年1月1日

施行時期●令和4年10月1日

施行時期●令和4年度後半

改正後の傷病手当金

欠勤 欠勤 出勤 欠勤 出勤 欠勤

不支給 支給 不支給 支給 不支給 支給

治療期間（待期3日）

１年６ヵ月

治療期間 治療期間

通算１年６ヵ月まで支給

短
期
間
の
育
休

ケース❶

ケース❶

ケース❷

ケース❷

免除

免除

月末

月末

７月

７月

６月

６月
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40歳 50歳 60歳 70歳 80歳 90歳 100歳

あなたの人生を
今一度考えて
みませんか

タバコを吸い続けると、吸わない人に比べて10年寿命が短くなります。
あなたの人生がタバコで失われてしまってよいのでしょうか。
ご自身と大事な人のために、一刻も早く禁煙してください。 すぐ禁煙を

タバコを吸う人は寿命が10年短くなります

禁煙すれば取り戻せます！

　喫煙は新型コロナウイルス感染症の最大の重症化
リスクです。喫煙する人としない人では、新型コロナ
ウイルス感染症で死亡したり、人工呼吸器を装着する
ほど重症化する危険性が3倍以上になります。命を
守るためにもぜひこの機会に禁煙してください。

新型コロナウイルス感染症

喫煙者は３倍重症化しやすい
　近年、加熱式タバコなど、さまざまな形のタバコが
発売されています。しかし、どのような形であっても
タバコであることには変わりがなく、有害物質が含ま
れており健康への害が生じます。命を守るためには
禁煙する以外にありません。

加熱式タバコであっても
無害ではありません

タバコで失われた寿命は、禁煙することで取り戻せます。
禁煙が早ければ早いほどよいのはもちろんですが、何歳
であっても遅いということはありません。一刻も早く禁
煙して、タバコから大事な人生を取り戻しませんか。

禁煙を始める年齢 取り戻せる寿命
35歳までに
40歳まにに
50歳までに
60歳までに
60歳以降でも早く始めるほど寿命
を取り戻せます

10年長生き
９年長生き
６年長生き
３年長生き

➡
➡
➡
➡

■タバコを吸う人と吸わない人の生存率の比較

100％

生
存
し
て
い
る
割
合

50％

0％

81％
81％

91％

59％

24％

58％

26％

4%

タバコを
吸う

タバコを
吸わない

タバコ  本で寿命が5分30秒縮みます

（出典：Doll R, et al. BMJ. 328:1519, 2004.）


